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新しい実用量の検討を進めるには

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所  吉 澤  道 夫

1.は じめに

新しい実用量の検討を進めるにあたり, これま

での放射線防護に用いる線量 (実用量等)の変遷

から新しい実用量の位置づけを考えるとともに,

検討を進めるにあたり必要なことを述べる。

2.放射線防護に用いる線量 (実用量等)の変遷

医療で主に対象となる光子について線量の変遷

を図にまとめた。lcm線量当量等の導入以前は,

測定器は照射線量 (レ ントゲン (R)目 盛 り)

で, これをlR=lremで 線量当量に対応させて
いた。

国際放射線防護委員会 (ICRP)は 1977年勧告

で「実効線量当量」を導入した。実効線量当量は

測定できないため,測定のための量 (実用量)が
国際放射線単位測定委員会 (ICRU)に より考案

され,我が国の法令には lcm線量当量などの名
称で導入された。これに対応して,lcm線量当量

対応のサーベイメータなどが開発され,シーベル

トロ盛りの測定器に置き換わった。

次に,ICRPは ,1990年勧告で,線量当量とは

異なる「等価線量」と「実効線量」を新たに導入

した。これによって人体で評価される防護量と

球・スラブファントム中の実用量が,同 じシーベ

ルトという単位で両立し,かつ,同 じ放射線場で

も値が違うことになった。これらは放射線防護の

専門家でも理解がむずかしく,福島第一原発事故

後には測定値と実効線量の違いが混乱をもたらし

た。

今回提案された新しい実用量は,ついに線量当

量を捨てて,実効線量と同じ人体ファントムで計

算された線量換算係数に基づく量として定義され

た。これは,防護量と実用量の違いを縮めること

をねらった変更であると言える。また,重要な点
は,皮膚線量と水晶体線量は,組織の線量限度を

等価線量から組織平均吸収線量,つ まリシーベル

トからグレイに変更することが前提になつている

ことである。

3.新 しい実用量の検討を進めるにあたり必要な
こと

今回の変更の特徴は,測定のみならず線量体系

全体の大きな変更といえる点である。影響が大き

いのは,エネルギーの低いX線領域であり,同
じ放射線場でもシーベル トの値は数分の 1と な

る。これらに対応するためには,法令,JIS等の

改正をはじめとして,多 くの実施すべき事項や課

題がある。特に事業者では,当面,既存の測定器
でどう対応するか,つ まり測定値の補正をするか

どうかを測定の信頼性の観点を含めて検討する必

要があるだろう。これには,測定器メーカや校正

事業者の対応も大いに関係する。すなわち,検討
は多くのステークホルダーが行う必要があり,課

題は相互に関係する。これらを踏まえると,新 し
い実用量の検討を進めるには,ス テークホルダー

が連携して検討するためのネットワークの構築が

必要であろう。更に, 日標を持って検討を進める

ことが望ましいことから,新 しい実用量取入れに
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向けてのロードマップの策定が必要と考える。こ

の策定にあたつては,ICRP,IAEAや ,測定・校

正に関するISO/1ECの 動向は重要である。また,

新しい実用量とその変更に関する理解促進,変更

の影響分析が重要であり,特に影響が大きい医療

分野での検討は必須であろう。

そして,最終的には法令等の改正で決まり, こ

れには放射線審議会の技術指針が必要と思われ

慧野 米斗

る。このため,国 ,放射線審議会等の関与が重要

であり, これに大いに期待したい。

4.最後に

新しい実用量の検討を進めるにあたり,放射線

防護に用いる線量 (実用量等)の変遷と, これら

を踏まえて検討を進めるにあたり必要なことを述

べた。今後の議論の参考になれば幸いである。

放射線防護に用いる線量の変遷 :光子
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未斤しい実用量の検言寸を進めるために{よ (1)

・今回の変更の特徴
―測定のみならず、線量体系全体の大きな変更

―エネルギーが低いX線領域で線量換算係数の比が数倍 (→値が下がる)

・対応には多くの課題があり、多くのステークホルダーが相互に関係
一国 :    法令等の改正、」IS改正、線量測定評価マニュアルの策定、・・・

―事業者 :  変更の影響評価、場のエネルギー情報、測定値の補正(*)7、・・・

―線量測定機関、メーカー : サーベイメータ、個人線量計等の改良
'、
・・・

―校正機関 : 基準線量の変更、エネルギーに応じた校正定数の供給 フ、・・・
*測定の信頼性確保に関係
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新しい実用量の検討を進めるには (2)

・ステークホルダーの連携=ネットワークの料磐籠が
｀
必i要

―事業者、測定器メーカ・線量測定サービス機関、校正事業者等が、
情報共有・方向性などを議論

・ 国際的な動向を考慮したロートマツプの策定

一国際動向 (ICRP勧 告、IAEA安全基準′ISO/1EC規格など)の情報収集

―新しい実用量とその変更に関する理解促進

―各分野での影響分析と対応策の策定

・ 特に変更の影響の大きい医療分野での検討 (短期的 +中長期的対応策 )

・国 (放射線審議会など)の積極的な関与が重要

以上
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